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固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知

書
を
発
送
し
ま
す
。

納
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日（
賦
課

期
日
）現
在
で
、土
地
、家
屋
、償
却
資
産（
固

定
資
産
）を
所
有
し
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ

る
税
金
で
す
。

固
定
資
産
税
を
納
め
る
人（
納
税
義
務
者
）

と
は
、
原
則
と
し
て
賦
課
期
日
現
在
の
固
定

資
産
の
所
有
者
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
年
の
途
中
で
売
買
な
ど
で

所
有
者
が
変
わ
っ
て
も
、
賦
課
期
日
現
在
の

所
有
者
が
納
税
義
務
者
で
す
。

ま
た
、
所
有
者
が
賦
課
期
日
前
に
死
亡
し

て
い
る
場
合
な
ど
に
は
、
賦
課
期
日
で
固
定

資
産
を
現
に
所
有
し
て
い
る
人（
相
続
人
な

ど
）が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

都
市
計
画
税
と
は
、
下
水
道
、
街
路
、
公

園
の
整
備
な
ど
、
都
市
計
画
法
や
土
地
区
画

整
理
法
に
基
づ
く
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の

費
用
に
充
て
る
目
的
税
で
、
固
定
資
産
税
と

併
せ
て
納
め
て
も
ら
う
も
の
で
す
。

免
税
点

守
口
市
内
に
お
い
て
同
一
人
が
所
有
す
る

土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固

定
資
産
税
課
税
標
準
額
の
合
計
額
が
次
の
場

合
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
は
課
税
さ

れ
ま
せ
ん
。

▽
土
地
…
３０
万
円
未
満

▽
家
屋
…
２０
万
円
未
満

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

納
税
通
知
書
を
発
送

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
そ
の
年
の
４
月

１
日
現
在
で
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
二
輪
、

小
型
二
輪
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
を
所
有
ま
た
は
使
用
し
て
い
る

人
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
５
月
３１
日

（
水
）ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
継
続
検
査（
車
検
）が
必
要
な
軽
自

動
車
お
よ
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
は
、
納
税

通
知
書（
口
座
振
替
用
以
外
）に
つ
い
て
い
る

「
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
」を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

す
で
に
軽
自
動
車
な
ど
を
譲
渡
し
た
り
、

使
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
廃
車
な
ど
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
減
免
制
度

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ
て
い
る
人

が
所
有
ま
た
は
利
用
す
る
車
両
は
、
一
定
の

基
準
で
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
減
免
を
受
け

る
に
は
、
毎
年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
期
限
は
５
月
３１
日（
水
）で
す
。

申
請
時
の
必
要
書
類
な
ど
に
つ
い
て
は
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
課
税
課
税
政
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
５
８

▽
償
却
資
産
…
１
５
０
万
円
未
満

納
期
限

第
１
期���

５
月
３１
日（
水
）

第
２
期���

７
月
３１
日（
月
）

第
３
期���

１０
月
２
日（
月
）

第
４
期���

１１
月
３０
日（
木
）

減
免
制
度

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
固
定
資
産
は

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
が
減
額
ま
た
は

免
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
扶
助
を
受
け

て
い
る
人
が
所
有
す
る
固
定
資
産

▽
不
慮
の
災
害
で
納
税
で
き
な
く
な
っ
た
人

が
所
有
す
る
固
定
資
産

▽
災
害
な
ど
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
固
定
資
産

該
当
す
る
固
定
資
産
の
所
有
者
は
、
減
免

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
所
定
の
期

限
内
に
課
税
課
資
産
税
担
当
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

審
査
請
求
お
よ
び
審
査
申
出

固
定
資
産
税・
都
市
計
画
税
の
賦
課
に
つ

い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
市
長
に
審
査
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
固
定

資
産
の
価
格（
評
価
額
）に
関
し
て
不
服
が
あ

る
場
合
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に

審
査
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

い
ず
れ
も
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
す
。

問
課
税
課
資
産
税
担
当

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
４
７
４

還
付
金
詐
欺
に
注
意

保
険
課
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら「
払
い
過

ぎ
た
保
険
料
や
医
療
費
を
返
金
す
る
」と
口

座
情
報
を
聞
き
出
し
た
り
、「
還
付
金
が
あ
る

た
め
、
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）で
直
接

郵
便
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
料
の

減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

窓
口
の
混
雑
を
緩
和
す
る
た
め
、
国
民
健

康
保
険
料
の
減
免
申
請
は
、
原
則
と
し
て
郵

便
で
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

所
得
が
著
し
く
減
少
し
た
場
合
な
ど
、
納

付
が
困
難
な
人
は
、
ま
ず
は
電
話
で
保
険
課

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

国
民
健
康
保
険

人
間
ド
ッ
ク・

脳
ド
ッ
ク
受
診
費
用
の
助
成

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ

ク・
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
場
合
、
一
定
額

を
限
度
と
し
て
、
受
診
費
用
を
助
成
し
て
い

ま
す
。

助
成
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す
の

で
、
必
要
書
類
を
持
参
の
上
、
保
険
課
ま
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

廃車などの問い合わせ先

車種
原動機付自転車

（125cc 以下）
小型特殊自動車

軽自動車（軽三輪・軽四輪）
軽二輪（126cc ～ 250cc）
二輪の小型自動車

（251cc 以上）

手続き・
問い合わせ先

守口市役所 課税課
税政担当
住所：守 口 市 京 阪 本通

2-5-5
℡ 06-6992-1458

軽自動車検査協会
大阪主管事務所 高槻支所
住所：高槻市大塚町4-20-1
℡ 050-3816-1841

近畿運輸局 大阪運輸支局
住所：寝屋川市高宮栄町12-1
℡ 050-5540-2058

廃車時に
必要なもの

・ナンバープレート
・軽自動車税（種別割）原

動機付自転車申告済証
・本人確認書類（マイナ

ンバーカード、運転免
許証等）

上記へ問い合わせください。

国
民
健
康
保
険・後
期
高
齢
者
医
療

平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁
のお

知
ら
せ

保
険
課
、
保
険
収
納
課
は
、
次
の
日
程
で

平
日
夜
間
と
休
日
に
窓
口
を
開
庁
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入・
脱
退
の
届
け
出

や
国
民
健
康
保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
相
談
な
ど
で
、
平
日
の
日
中
に

来
庁
が
難
し
い
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
納
付
相
談
は
内
容
に
よ
り
電
話
で

の
対
応
も
可
能
で
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険・
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
各
種
申
請

は
一
部
を
除
き
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま

す
の
で
、
ま
ず
は
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

平
日
夜
間

５
月
２２
日（
月
）・２４
日（
水
）・２６

日（
金
）い
ず
れ
も
午
後
５
時
３０
分
～
８
時

各
種
が
ん
検
診・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検

診・骨
密
度
測
定
が

無
料
で
受
診
で
き
ま
す

守
口
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
各

種
が
ん
検
診（
胃
が
ん
、
子
宮
頸け

い

が
ん
、
肺

が
ん（
喀か

く
た
ん痰

検
査
）、
乳
が
ん（
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
）、
大
腸
が
ん
、
前
立
腺
が
ん
）な
ら
び

に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
お
よ
び
骨
密
度
測
定

を
受
診
し
た
際
の
自
己
負
担
額
を
全
額
助
成

し
て
い
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
に
は
、
必
ず
市
民
保
健
セ

ン
タ
ー
へ
検
診
な
ど
の
予
約
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
そ
の
後
、
市
民
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら

受
診
票
ま
た
は
問
診
票
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。
検
診
な
ど
の
当
日
に
、
受
診
票
ま
た
は

問
診
票
と
併
せ
て
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
を
受
診
機
関
で
提
示
す
る
と
、
自
己
負

担
額
の
支
払
い
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

対
各
種
検
診
な
ど
を
受
け
る
日
に
お
い
て
、

守
口
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

る
人

注
対
象
年
齢
は
、
検
診
内
容
に
よ
っ
て
異
な

る
の
で
、
広
報
も
り
ぐ
ち
４
月
号
に
折
り

込
み
の
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

予
約
専
用
電
話

℡
０
６
・
６
９
９
２
･
２
３
４
７

問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

休
日

５
月
２８
日（
日
）午
前
９
時
～
午
後
１

時注
平
日
夜
間・休
日
窓
口
開
庁
の
時
間
帯
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
即
日
の

再
交
付
な
ど
、
一
部
対
応
で
き
な
い
業
務

が
あ
り
ま
す
。

場
・
問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

場
・
問
保
険
収
納
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
３
７
、
１
５
３
８

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
の
助
成

対
令
和
５
年
４
月
１
日
～
令
和
６
年
３
月
３１

日
に
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
、
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
人

①
人
間
ド
ッ
ク
受
診
日
に
お
い
て
、
守
口
市

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
か

つ
今
年
度
中
に
４０
歳
以
上
に
な
る
こ
と

②
今
年
度
に
実
施
す
る
市
民
総
合（
特
定
）健

康
診
査
を
受
診
し
て
い
な
い
こ
と

③
過
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
完
納
ま
た

は
納
付
誓
約
を
履
行
し
て
い
る
こ
と

注
助
成
額
の
上
限
２
万
１
千
円

持
被
保
険
者
証
、
振
込
先
の
口
座
情
報
が
わ

か
る
も
の
、
領
収
書（
原
本
）、検
査
結
果

通
知
書
、
問
診
票

脳
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
の
助
成

対
令
和
５
年
４
月
１
日
～
令
和
６
年
３
月
３１

日
に
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
し
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
人

①
脳
ド
ッ
ク
受
診
日
に
お
い
て
、
守
口
市
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
り
、
か
つ

今
年
度
中
に
４０
歳
以
上
に
な
る
こ
と

②
脳
の
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｍ
Ｒ
Ａ
検
査
を
受
診
し
て

い
る
こ
と

③
過
年
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
完
納
ま
た

は
納
付
誓
約
を
履
行
し
て
い
る
こ
と

注
助
成
額
の
上
限
１
万
８
千
円

持
被
保
険
者
証
、
振
込
先
の
口
座
情
報
が
わ

か
る
も
の
、
領
収
書（
原
本
）、検
査
結
果

通
知
書

申
・
問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５

手
続
き
を
行
っ
て
ほ
し
い
」、「
今
日
で
な
い

と
手
続
き
が
で
き
な
い
」と
銀
行
や
コ
ン
ビ

ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）に
誘

導
し
、
お
金
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
詐
欺

が
多
発
し
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
還
付
金
が
あ
る
場
合
、
皆
さ
ん

に
文
書
で
通
知
を
行
っ
て
い
ま
す
。電
話
で
、

銀
行
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機

（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）で
手
続
き
を
お
願
い
す
る
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
不
審
な
電
話
に
は
、
絶
対
に

応
じ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問
保
険
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
４
５




